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１．要 旨 

東大和市環境基本条例第１２条（施策の公表）に基づき、東大和市環境基本計画に基づく施

策の進捗状況等を公表するため、「東大和の環境（令和５年度版）」を策定したので、報告する

ものである。 

 

(１)主な内容 

 第１章 概要 

 第２章 狭山丘陵をはじめ水と緑を保全・活用し、生きものと共生するまちの施策 

第３章 循環型社会の形成を進める地球にやさしいまちの施策 

第４章 環境負荷を低減し、健康で安心して住み続けられる快適なまちの施策 

第５章 環境を学び、体験し、持続可能な社会を担う人づくりを進めるまちの施策 

第６章 協働・連携の輪を広げ、環境保全をみんなで推進していけるまちの施策 

 

(２)影響及び効果 

  市民・事業者に対し、東大和市環境基本計画に基づく施策の進捗状況を周知することができ 

る。  

 

 ２．経 過（現時点に至るまでの経過） 

令和６年１２月２５日 東大和市環境保全審議会に諮問 

令和７年 ３月 ６日 答申 

令和７年 ３月１０日 市長決裁 

 ３．留意事項（問題点等） 

 ４．主管部処理案（検討結果等） 

庁議後、速やかに市議会議員へ情報提供したい。 

また、市公式ホームページ等において市民へ周知したい。 

 ５．審議結果 

 注：定例庁議の場合は、金曜日の正午までに提出。 


